
原子力発電所の耐震安全性について 

                          平成１８年４月７日 
                          原子力安全対策課 
 
１． 原子力発電所に係る耐震設計の手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．志賀２号機民事訴訟のおける耐震設計関係の論点 

（１）想定する地震について（１．①関係） 
・考慮すべき活断層について 

→地震調査研究推進本部の評価との関係 
・念のため考慮している直下地震の規模について 
 

（２）想定した地震により地震動を求める方法について（１．②関係） 
  ・地震を想定する方法（大崎の方法）の妥当性について 
   →地震メカニズム等知見の反映について 
 
（参考）現在、原子力安全委員会において、耐震設計審査指針の改定作業が進

められており、 
・ 最新の知見を踏まえた基準地震動の策定方法の高度化 
・ 耐震設計上の施設別重要度分類の基本的考え方 
・ 確率論的安全評価の安全規制体系への本格的導入に向けた課題への対

応（段階的導入）  
等が論議されている。 

①過去の地震、活断層、地震地体構造（地質構造）から発電所周辺での地

震を想定 

②想定した地震により発電所の敷地に予想される地震動の想定 

③周辺地盤及び各施設への入力地震動の算定 

④その地震動によって周辺地盤及び各施設に作用する地震力並びに応

力、歪及び変形などの算定 

⑤構造物の断面設計、算定された応力などを許容される状態と比較評価す

ることによる耐震性の確認 
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～～  志志賀賀原原子子力力発発電電所所のの地地盤盤はは、、11 千千数数百百万万年年前前のの固固いい岩岩盤盤。。  

重重要要なな建建物物やや機機器器ははそそのの岩岩盤盤ががああるるととこころろままでで掘掘りり下下げげてて建建設設ししままししたた。。  

一一般般にに、、岩岩盤盤ででのの地地震震時時のの揺揺れれはは、、表表層層地地盤盤にに比比べべ 11//22～～11//33 程程度度とといいわわれれてていいまますす。。～～  

①地盤の調査 大きな地震が起きたとき、地盤が壊れたりしないかどうかなどを検討するためには、どのような地質がどのような状態で分布しているかを知る必要があります。 

ボーリング調査や試掘坑調査などの結果、志賀原子力発電所の地盤は、今から 1千数百万年前の硬い岩盤であることがわかりました。 

  

②「過去の地震」の調査 

発電所敷地周辺地域でこれまでに発生した地震を詳しく調査

し、敷地に与える影響を検討しました。 

  

③「活断層」の調査 

地震の発生源になると考えられている活断層については、 

文献による分布状況を調査した上で、陸域では空中写真判読や 

地表踏査などを、海域では音波調査などを行い、発電所敷地に 

大きな影響を与える活断層を選定して、耐震設計をしました。 

 

     
 

④余裕のある耐震設計の実施 

発電所敷地周辺の「過去の地震」や「活断層」などについて 

詳細に調査した結果、敷地に最も大きな影響を与える地震、 

あるいは限界的な地震(*)に基づき、地盤の安全チェックや 

施設の設計に用いるべき基準地震動(**)を策定しました。 

基準地震動は、さらに「直下地震」（マグニチュード 6.5）も 

想定し、全てを包絡するように策定して、発電所の耐震設計を 

実施しました。 

(*)「限界的な地震」とは・・・ 

およそ現実的に起こるとは考えられない地震のこと 

(**)「基準地震動」とは・・・ 

原子力発電所の耐震設計に用いる地震動（地盤の揺れ）のことで、

基準地震動 S1 と S2 の 2種類があります 
 

 

⑤十分な耐震安全性 このように、志賀原子力発電所については、詳細な調査により、想定されるいかなる地震力にも耐えられるように耐震設計しています。 

この耐震設計は、耐震指針に基づく国の厳重な審査を受け、許可を頂いており、十分な安全性を有しています。 
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３月２４日、金沢地方裁判所から「志賀原子力発電所２号機運転差止め訴訟」について運転差止め判決が言い渡されました。 

当社は、判決を不服とし、３月２７日に控訴いたしました。 

■ 判決に対する当社の見解（志賀原の耐震安全性） 

判決骨子 耐震に関わる当社の見解 

考慮すべき邑知潟
お う ち が た

断層帯に 

よる地震を考慮していない。 

・当社は、文献調査はもとより、地表地質調査等、詳細な調査を実施し、５万年

前以降に活動した活断層を耐震設計に考慮しています。 

・その結果、邑知潟断層帯の中には古い時代に活動を終了したと判断される断層

があることから、全体が一体のものとして評価する必要はなく、邑知潟断層帯

のうち、石動山
せきどうさん

断層などを耐震設計上考慮すべき断層としています。 

・さらに安全を確認する観点から、地震調査研究推進本部の評価を仮定し、

邑知潟断層帯が一体となって動くと評価しても、志賀原子力発電所は耐震安全

上問題のないことを確認しました。 
 

原発敷地での地震動を想定

する手法である「大崎の 

方法」に妥当性がない。 

・大崎の方法は、志賀原子力発電所だけではなく、他の原子力発電所でも、耐震

設計に有用な方法として、広く用いられています。 

・宮城県沖の地震の際の東北電力女川原子力発電所での事例は、『宮城県沖近海

プレート境界』で発生する地震の『地域的な特性』によるものであると報告

されています。したがって、この事例により「大崎の方法(*)に妥当性がない」

とする判決は誤りです。 

(*)「大崎の方法」とは ・・・ 

地震の規模（マグニチュード）と震央距離から地震動の大きさを求める方法のこと 

地震動の大きさは、応答スペクトル（いろいろな構造物に対してどのような力を及ぼすか

ということを一見してわかりやすいように描いた曲線のこと）で表します 

 

直下地震（Ｍ６．５）の想定

が小規模過ぎる。 

・直下地震Ｍ６．５は、詳細な調査により敷地に活断層がないことを確認した上で、さらに念のため想定することが要求される地震です。 

・活断層がないところでＭ６．５を超える地震が発生した事例としてあげられている平成１２年鳥取県西部地震（Ｍ７．３）については、専門家による詳細な調査の

結果、活断層のあるところで起きた地震とされています。 

想定を超えた地震動によっ

て「多重防護」が機能しない。 

・原子力発電所の設備には安全上十分な余裕を持っています。 

・万が一想定を超える地震が発生したとしても、それが直ちにすべての安全設備の機能喪失につながることはありません。 

■耐震指針改訂への対応 

現在、国において耐震指針の改訂審議が行われています。 

当社はこの状況を注視していくとともに、改訂の内容がまとまれば、より一層の信頼性向上の観点から、耐震安全性の再確認など、所要の対応を行っていきます。 

 

平 成 1 8 年 4 月

北陸電力株式会社
「志賀原子力発電所２号機運転差止め訴訟」経緯 

当社は、多くの調査データに

基づき評価しています。 
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